
サービス利用料金表（短期入所） 
 

【Ａ表】要介護度別による利用料金 

要 介 護 度 
１日あたりの利用料金 

（厚生労働省で定める額） 

 (厚生省令で定める額) 

１日あたりの自己負担額  

 （左記金額の一 割 ） 

要 介 護 １ ６，０３０円 ６０３円 

要 介 護 ２ ６，７２０円 ６７２円 

要 介 護 ３ ７，４５０円 ７４５円 

要 介 護 ４ ８，１５０円 ８１５円 

要 介 護 ５ ８，８４０円 ８８４円 

 

【Ｂ表】：提供サービス別による加算料金 

項      目 
利 用 料 金  

（厚生労働省で定める額） 

自 己 負 担 額 

（※印以外は左記金額の一割） 

 

介
護
保
険
給
付
対
象 

 送迎加算（片 道）  １，８４０円／回 １８４円／回 

療養食加算 ８０円／回 ８円／回 

機能訓練体制加算 

 

１２０円／日 １２円／日 

看護体制加算  Ⅰ・Ⅱ ４０円／日・８０円／日 ４円／日・８円／日 

夜勤職員配置加算 Ⅰ １３０円／日 １３円／日 

サービス提供体制強化加算 Ⅰ ２２０円／日 ２２円／日  

 介護職員等処遇改善加算 Ⅰ 所定額（注１）の１４% 

※ 食 費 【Ｃ表】に定める通り （１，４４５ 円）／日 

※ 滞 在 費 【Ｃ表】に定める通り （８５５円）／日 

※ 特 別 な 食 事 （特別に希望した場合）  

※ 日 用 品 費 （身の回り品等希望した場合）  実 費 相 当 額 

※ 教 養 娯 楽 費 （レクリエーションやクラブでの材料費） 実 費 相 当 額 

※ 理 美 容 代 （希望により出張業者で行った場合） 

 

実費相当額(１,５００円程度) 

※ 今治市以外の送迎  実 費 相 当 額 

おむつ代 介護保険給付対象となっておりますので、ご負担はありません。 

注1 所定額とは、【Ａ表】と【Ｂ表】の介護保険給付対象となる加算料金の合計金額です。 
  
 
 

【Ｃ表】                        

 第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階 

食 費 ３００円/日 ３９０円/日 ６５０円/日 １,３６０円/日 １,４４５円/日 

滞 在 費 ０円/日 ４３０円/日 ４３０円/日 ４３０円/日 ９１５円/日 

計 ３００円/日 ８２０円/日 １,０８０円/日 １,７９０円/日 ２,３６０円/日 

 ☆食費は、朝食：３４６円、昼食（おやつを含む）：５７６円、夕食：５２３円となり、一食毎にお支払いただ

きますが、【Ｃ表】に定める金額を超える部分については補足給付として、介護保険から給付されます。 

 

注意：利用者が、要介護認定を受けていない場合や居宅サービス計画（ケアプラン）が作成されていない場合には、 

サービス利用料金をいったん全額お支払いいただきます。その際に「サービス提供証明書」を交付しますの 

で、後日市町村から自己負担分を除く差額の払い戻しを受けて下さい。 

 

 

社会福祉法人 陽成会 

 Ｒ６．８．１ 



サービス利用書（介護予防短期入所） 

【Ａ表】要介護度別による利用料金 

要 介 護 度 
１日あたりの利用料金 

（厚生労働省で定める額） 

１日あたりの自己負担額  

 （左記金額の一 割 ） 

要 支 援 １ ４，５１０ 円   ４５１ 円 

要 支 援 ２ ５，６１０ 円   ５６１ 円 

【Ｂ表】：提供サービス別による加算料金 

   項      目 
利 用 料 金  

（厚生労働省で定める額） 

自 己 負 担 額 

（※印以外は左記金額の一割） 

介
護
保
険
給
付
対
象 

送迎加算（片道） １，８４０ 円／回 １８４ 円／回 

療養食加算 ８０ 円／回 ８ 円／回 

機能訓練体制加算    １２０円／日 １２円／日 

サービス提供体制強化加算 Ⅰ   ２２０円／日     ２２円／日 

介護職員等処遇改善加算 Ⅰ 所定額（注１）の１４％ 

  ※ 食 費 【Ｃ表】に定める通り （１,４４５ 円）／日 

  ※ 滞 在 費 【Ｃ表】に定める通り (８５５ 円) ／日 

   ※ 特 別 な 食 事 （特別に希望した場合）  

  ※ 日 用 品 費 （身の回り品等希望した場合） 実 費 相 当 額 

  ※ 教 養 娯 楽 費 （レクリエーションやクラブでの材料費） 実 費 相 当 額 

  ※ 理 美 容 代 （希望により出張業者で行った場合） 実費相当額(１,５００ 円程度) 

 ※ 今治市以外の送迎  実 費 相 当 額 

おむつ代 介護保険給付対象となっておりますので、ご負担はありません。 

注1 所定額とは、【Ａ表】と【Ｂ表】の介護保険給付対象となる加算料金の合計金額です。 

【Ｃ表 】  

 第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階 

食 費 ３００円/日 ３９０円/日 ６５０円/日 １,３６０円/日 １,４４５円/日 

滞 在 費 ０円/日 ４３０円/日 ４３０円/日 ４３０円/日 ９１５円/日 

計 ３００円/日 ８２０円/日 １,０８０円/日 １,７９０円/日 ２,３６０円/日 

 ☆食費は、朝食：３４６円、昼食（おやつを含む）：５７６円、夕食：５２３円となり、一食毎にお支払いただ

きますが、 

【Ｃ表】に定める金額を超える部分については補足給付として、介護保険から給付されます。 

注意：利用者が、要支援・要介護認定を受けていない場合や介護予防サービス計画（ケアプラン）が作成されて

いない場合には、サービス利用料金をいったん全額お支払いいただきます。その際に「サービス提供証明書」

を交付しますので、後日市町村から自己負担分を除く差額の払い戻しを受けて下さい。 
社会福祉法人 陽成会 

  Ｒ６.８.１ 

 


